
補助制度の概要については、裏面を御覧ください。

－那須塩原市－

耐震診断

耐震建替え

耐震診断士が設計図書や増改築の有無等の情報を集め、現地において建物の現況を調査します。
事前調査及び現地調査を基に、耐震性能を評価します。

現在居住している住宅を建て替えることも、
地震に対する安全性を確保するための有効な
手段です。

倒壊の危険性がある住宅を解体して、現在の
敷地に新しい住宅（省エネ基準への適合が必要）
を建築します。

耐震診断の結果に基づき、基礎、壁、柱・梁の
接合部の補強など、必要な補強計画を策定し、
補強計画に基づき、地震に対して安全な住宅と

なるよう必要な補強工事を行います。

詳しくは、市ホームページ等を確認してください。

地震に
自信あり！

耐震診断の結果、耐震性能を示す指標が基準に満たない場合は、対策が必要です。

自己負担なし
※耐震改修などを検討する場合

最大 120万円 補助最大125万円 補助
※補強計画策定と一体的に
行うもの

耐震化耐震化

耐震改修



CHECK

耐震診断士派遣

１ 補助制度の概要

２ 補助金交付の流れ

耐震診断士が行う耐震診断費用全額

※耐震改修などを検討する場合

耐震改修費補助

耐震改修が必要と診断された住宅の耐震改修費用の４／５

【補助限度額：１１５万円（最大１２５万円※1）】

耐震建替え費補助

耐震改修費用相当分（＊）の４／５ ＊・・・既存住宅の延べ面積×２２，５００円

【補助限度額：１００万円（最大１２０万円※1+※2）】

※耐震診断、耐震改
修工事等の契約及び
着手前に交付決定を
受けないと、補助金を
交付できません。

※1居住誘導区域内で耐震改修又は耐震建替えを行った場合には、１０万円が加算されます。
※2栃木県産出木材を１０㎥以上利用して耐震建替えを行った場合には、１０万円が加算されます 。

… 対象住宅を解体し、同一敷地内で建替えを行うもの

問合せ先

〒325-8501
那須塩原市共墾社１０８－２

 東庁舎 ２階 ２番窓口
 建築指導課 指導係

TEL ０２８７－６２－７１６９

昭和５６年以前に建てられた木造住宅のうち、補助対象住宅の所有者又は当該所有者の２親等以内の親族の方

（耐震建替えの場合、新築する住宅を所有し、かつ居住する者）で、補助の要件を満たしている方に対し、以下の補助

を行っています。※補助対象住宅及び補助対象者の具体的要件は、市ホームページ等で確認してください。また、申請前

に必ず建築指導課に御相談ください。

【地震に強い住まいづくり
のためのお役立ち情報】
（日本建築防災協会HP）
☆検索キーワード
「地震に強い住まいづくり」

実績報告の提出

審査・補助金額
の確定

補助金の交付

【那須塩原市HP】
（補助制度の案内ページ）
☆検索キーワード
「那須塩原市 耐震診断」

事業完了
費用の支払

補助金請求書
の提出

耐震化の流れや補助制度の詳細な内容は、
以下のホームページで確認してください。
※スマートフォンのカメラを起動し、かざすと
    各ホームページにアクセスできます。
※パソコンでもインターネット環境があれば、
    検索サイトで以下の検索キーワードを入力
すると各ホームページにアクセスできます。

： 申請者が行う手続

御相談はこちらまで…

※新築する住宅は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく、建築物のエネルギー消費
性能基準に適合することが交付要件となります。

申請検討 
耐震改修・耐震建替え

補助金交付申請
（必要な書類を添付）

審査・補助金
交付決定

契約・事業着手

申請検討 
耐震診断

補助申請
（必要な書類を添付）

耐震診断士
派遣の決定

耐震診断の実施

診断結果の報告

完了報告書等の提出

事前相談（補助要件等の確認）
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